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こ
の
記
事
の
エ
ッ
セ
ン
ス

●本格稼働する排出量取引制度の対象企業において、リーケージリスクを緩和する措置について
検討が行われ、排出枠の不足分のうち一定量の追加割当を行う取扱いが想定されている。EU-
ETSでは、2026年以降、炭素国境調整メカニズムの暫時導入に伴い、無償割当は段階的に削
減され、2034年には完全に廃止される。

●償却義務を未履行の場合、償却義務を履行した企業との公平性を確保する観点から、排出枠の
上限価格および調達コスト相当の算定率（1.X倍）を用い、不足分に相当する金銭として、「未償
却相当負担金」（仮称）の支払が求められる想定である。

●排出枠の取引は、基本的に排出枠自体を必要とする対象企業による実需に基づく取引が想定さ
れるため、当初は排出枠の現物取引のみとする。また、排出枠の取引は、取引所のみにおいて
取引が行われる取引所集中義務の導入が想定されている。取引参加者は、対象企業以外にも取
引に関する一定の経験などの要件を満たした一部取引業者の参加を認める方針が明らかにされ
ている。

は
じ
め
に

カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
目
標
を
表
明

す
る
国
お
よ
び
法
域
が
増
加
す
る
な
か
、

海
外
に
お
い
て
、
排
出
削
減
と
経
済
成
長

お
よ
び
産
業
競
争
力
の
強
化
を
共
に
実
現

す
る
グ
リ
ー
ン
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー

シ
ョ
ン（
以
下
、「
Ｇ
Ｘ
」と
い
う
）に
向
け

た
投
資
が
進
ん
で
い
る
。

国
内
で
は
２
０
２
３
年
５
月
に
、
Ｇ
Ｘ

の
実
現
を
目
指
す
投
資（
以
下
、「
Ｇ
Ｘ
投

資
」と
い
う
）の
促
進
に
向
け
た
政
策
パ
ッ

ケ
ー
ジ
で
あ
る「
成
長
志
向
型
カ
ー
ボ
ン

プ
ラ
イ
シ
ン
グ
構
想
」を
反
映
し
た「
脱
炭

素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の

推
進
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
、「
Ｇ
Ｘ
推
進

法
」と
い
う
）が
成
立
し
た
。
こ
れ
は
、
Ｇ

Ｘ
経
済
移
行
債
を
財
源
と
す
る
20
兆
円
規

模
の
先
行
投
資
支
援
と
排
出
量
取
引
制
度

を
含
む
カ
ー
ボ
ン
プ
ラ
イ
シ
ン
グ
と
の
組

み
合
せ
に
よ
り
、
企
業
の
Ｇ
Ｘ
投
資
の
促

進
を
含
ん
で
い
る
。
２
０
２
３
年
度
か
ら

排
出
量
取
引
制
度
が
試
行
さ
れ
、
ク
ラ
イ

メ
ー
ト
・
ト
ラ
ン
ジ
シ
ョ
ン
利
付
国
庫
債

券
は
２
０
２
４
年
２
月
か
ら
発
行
さ
れ
て

い
る
。

ま
た
、
内
閣
官
房
の
Ｇ
Ｘ
実
現
に
向
け

た
カ
ー
ボ
ン
プ
ラ
イ
シ
ン
グ
専
門
ワ
ー
キ

ン
グ
グ
ル
ー
プ（
以
下
、「
Ｃ
Ｐ
専
門
Ｗ
Ｇ
」

と
い
う
）に
お
い
て
、
排
出
量
取
引
の
制

度
化
に
向
け
た
論
点
整
理
が
行
わ
れ
た
。

議
論
は
排
出
量
取
引
制
度
の
骨
格
の
形
成

を
中
心
に
行
わ
れ
、
制
度
運
営
に
お
け
る

詳
細
は
、
今
後
の
法
制
化
に
お
い
て
明
確

に
さ
れ
る
が
、
現
在
試
行
さ
れ
て
い
る
排

出
量
取
引
制
度
と
は
異
な
る
点
が
あ
る
排

出
量
取
引
制
度
の
本
格
稼
働
が
予
想
さ
れ

て
い
る
。
本
連
載
に
お
い
て
は
Ｃ
Ｐ
専
門

Ｗ
Ｇ
に
お
け
る
資
料
を
も
と
に
排
出
量
取

引
制
度
の
議
論
を
中
心
に
解
説
し
て
い
く
。

第
４
回
は
、
排
出
枠
の
割
当
、
償
却
義

務
お
よ
び
取
引
参
加
者
と
取
引
に
つ
い

て
、
概
要
を
解
説
す
る
。
な
お
、
記
載
に

つ
い
て
は
、
筆
者
の
私
見
で
あ
る
こ
と
を

あ
ら
か
じ
め
申
し
添
え
る
。

Ｑ
１

そ
の
他
の
勘
案
事
項

排
出
枠
の
割
当
の
算
出
に
お
い
て
、

「
リ
ー
ケ
ー
ジ
リ
ス
ク
」
お
よ
び
「
活
動

量
の
変
動
等
」
を
ど
の
よ
う
に
勘
案
さ
れ

る
の
か
。

⑴　
リ
ー
ケ
ー
ジ
リ
ス
ク
の
緩
和
の

た
め
の
措
置

①　

リ
ー
ケ
ー
ジ
リ
ス
ク
の
緩
和
措
置

世
界
全
体
に
お
け
る
排
出
削
減
を
実
現

排出量取引制度
Ｑ＆Ａ

これからどうなる？
排出量取引制度

Ｑ＆Ａ 【第4回】
排出枠の割当、償却義務
および取引参加者と取引

連
載
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

第1回 本格稼働に向けた排出量取引制度の背景と検討 2025年3月10日号（№1737）

第2回 本格稼働する排出量取引制度の特徴と概要および制度対象
者 2025年4月1日号（№1739）

第3回 排出量の算定および排出枠の割当 2025年4月20日号（№1741）
第4回 排出枠の割当、償却義務および取引参加者と取引 2025年5月1日号（№1742）
第5回 価格安定化措置 2025年5月10日・20日合併号（№1743）
第6回 その他の事項 2025年6月1日号（№1744）
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これからどうなる?　排出量取引制度Ｑ＆Ａ

す
る
観
点
か
ら
、
カ
ー
ボ
ン
リ
ー
ケ
ー
ジ

の
回
避
は
、
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
同
時

に
、
経
済
成
長
お
よ
び
産
業
競
争
力
の
強

化
や
、
国
内
雇
用
へ
の
影
響
の
観
点
か
ら

も
重
要
な
論
点
で
あ
る
。
海
外
の
排
出
量

取
引
制
度
に
お
い
て
も
、
リ
ー
ケ
ー
ジ
リ

ス
ク
の
高
い
業
種
に
対
す
る
緩
和
措
置
等

が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

Ｃ
Ｐ
専
門
Ｗ
Ｇ
で
は
、
本
格
稼
働
す
る

排
出
量
取
引
制
度
の
対
象
企
業
に
お
い

て
、
リ
ー
ケ
ー
ジ
リ
ス
ク
を
緩
和
す
る
措

置
に
つ
い
て
、
検
討
が
行
わ
れ
た
。
カ
ー

ボ
ン
リ
ー
ケ
ー
ジ
業
種
に
該
当
す
る
対
象

企
業
に
つ
い
て
、排
出
枠
調
達
コ
ス
ト（
排

出
枠
不
足
分
×
平
均
市
場
価
格
）の
比
率

が
一
定
水
準
を
超
え
る
場
合
、
排
出
枠
の

不
足
分
の
う
ち
一
定
量
の
追
加
割
当
を
行

う
取
扱
い
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
リ
ー
ケ
ー
ジ
リ
ス
ク
の
緩
和
措
置

と
し
て
の
追
加
割
当
は
、
豪
州
に
お
け
る

セ
ー
フ
ガ
ー
ド
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
参
考
に
し

て
検
討
さ
れ
た
。
豪
州
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
メ

カ
ニ
ズ
ム
は
、
炭
素
集
約
型
貿
易
産
業
と

し
て
規
定
さ
れ
る
業
種
に
該
当
す
る
施
設

を
対
象
と
し
て
い
る
。
炭
素
集
約
型
貿
易

産
業
は
、
制
度
検
討
時
の
影
響
評
価
に
お

い
て
、
国
内
生
産
額
に
対
す
る
輸
出
入
額

の
割
合
が
10
％
以
上
と
な
る
業
種
と
し
て

定
義
さ
れ
て
い
る
。
各
年
度
の
排
出
量
実

績
の
確
定
後
、
当
該
施
設
に
お
い
て
、
収

入
に
占
め
る
目
標
遵
守
コ
ス
ト（
＝
排
出

超
過
量
×
ク
レ
ジ
ッ
ト
価
格
）の
割
合
が

３
％
以
上
の
場
合
、
目
標
削
減
率
を
緩
和

す
る
。
緩
和
の
水
準
と
し
て
は
、
最
大
で

目
標
削
減
率
を
基
準
値
の
４
・
９
％
／
年

か
ら
１
％
／
年
ま
で
引
き
下
げ
る
と
さ
れ

て
い
る
。

緩
和
措
置
の
対
象
と
な
る
カ
ー
ボ
ン

リ
ー
ケ
ー
ジ
業
種
の
定
義
、
追
加
割
当
の

対
象
と
な
る
調
達
コ
ス
ト
の
水
準
、
お
よ

び
追
加
割
当
量
の
決
定
方
法
な
ど
の
詳
細

に
つ
い
て
は
、
産
業
競
争
力
へ
の
影
響
等

を
考
慮
し
つ
つ
、
諸
外
国
制
度
に
お
け
る

考
え
方
も
参
照
し
な
が
ら
今
後
検
討
を
行

う
と
さ
れ
て
い
る
。

②　

炭
素
国
境
調
整
メ
カ
ニ
ズ
ム

炭
素
国
境
調
整
メ
カ
ニ
ズ
ム（Carbon 

Border Adjustm
ent M

echanism

。 

以
下
、「
Ｃ
Ｂ
Ａ
Ｍ
」と
い
う
）と
は
、
気
候

変
動
対
策
を
行
う
国
ま
た
は
法
域
が
、
同

対
策
の
不
十
分
な
国
ま
た
は
法
域
か
ら
の

輸
入
品
に
対
す
る
炭
素
課
金
を
行
う
措
置

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
自
国
か
ら
の
輸
出
に

対
し
て
水
際
で
炭
素
コ
ス
ト
分
の
還
付
を

行
う
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
気
候
変
動

対
策
の
程
度
の
差
に
起
因
す
る
国
際
競
争

上
の
悪
影
響
に
つ
い
て
の
是
正
を
意
図
し
て

い
る
。
こ
の
措
置
の
基
礎
に
は
、
競
争
条

件
の
均
等
化
の
考
え
方
が
あ
る
。
Ｃ
Ｂ
Ａ

Ｍ
の
概
要
を
示
し
た
の
が
図
表
１
で
あ
る
。

③　

排
出
量
取
引
制
度
と
Ｃ
Ｂ
Ａ
Ｍ
と

の
関
係

Ｃ
Ｂ
Ａ
Ｍ
の
導
入
は
、
排
出
量
取
引
制

度
に
お
け
る
排
出
枠
の
有
償
割
当
と
関
連

づ
け
て
考
え
ら
れ
る
。
国
ま
た
は
法
域
に

お
い
て
、
排
出
枠
の
有
償
割
当
が
適
用
さ

れ
、そ
し
て
適
用
範
囲
が
拡
大
さ
れ
る
と
、

適
用
対
象
者
に
経
済
的
負
担
が
生
じ
コ
ス

ト
増
の
状
況
と
な
る
。
Ｃ
Ｂ
Ａ
Ｍ
の
導
入

に
よ
り
、
こ
の
コ
ス
ト
増
を
反
映
し
た
製

品
の
価
格
と
輸
入
の
価
格
と
の
差
を
是
正

し
、
競
争
条
件
の
均
等
化
を
図
る
対
応
が

可
能
と
な
る
。Ｃ
Ｐ
専
門
Ｗ
Ｇ
に
お
い
て
、

Ｅ
Ｕ
―
Ｅ
Ｔ
Ｓ
に
お
け
る
Ｃ
Ｂ
Ａ
Ｍ
対
象

部
門
の
無
償
割
当
は
、
２
０
２
６
年
以
降

Ｃ
Ｂ
Ａ
Ｍ
の
暫
時
導
入
に
伴
い
段
階
的
に

削
減
さ
れ
、
２
０
３
４
年
に
は
完
全
に
廃

止
さ
れ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る（
図
表
２

（出所）　経済産業省世界全体でのカーボンニュートラル実現のための経済的手法等のあり方に関する研究会第1
回資料2「国境炭素調整措置の最新動向の整理―欧州における動向を中心に―」をもとに筆者作成

（図表１）　CBAMの概要

国内の企業に気候変動対策の負担を課せば、コスト増となる。競争条件の均等化のた
めCBAMを適用し、炭素リーケージを防ぐ。

輸入品

製品

輸入品

製品

国内
厳しい気候
変動対策 

海外
緩い気候
変動対策 

競争条件の
均等化

競争条件の
均等化

課
金
等

還
付

税関

課金等

対策コスト

（図表２）　排出枠の無償割当の削減

年 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

削減率(%) -2.5 -5.0 -10.0 -22.5 -48.5 -61.0 -73.5 -86.0 -100.0
（出所）　CP専門WG第3回資料4「海外の排出量取引制度からの学び（排出枠の割当を中心に）」をもとに筆者作成

輸 入

輸 出
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参
照
）。

④　

Ｃ
Ｂ
Ａ
Ｍ
の
導
入

Ｃ
Ｐ
専
門
Ｗ
Ｇ
に
お
い
て
、
Ｃ
Ｂ
Ａ
Ｍ

の
導
入
に
つ
い
て
、
日
本
は
、
輸
出
産
業

が
国
際
競
争
力
を
確
保
す
る
う
え
で
重
要

な
の
で
、
注
意
深
い
制
度
設
計
が
必
要
に

な
る
で
あ
ろ
う
と
の
意
見
が
述
べ
ら
れ

た
。
Ｅ
Ｕ
は
、
輸
入
超
過
で
あ
り
Ｃ
Ｂ
Ａ

Ｍ
が
効
果
的
だ
っ
た
が
、
日
本
は
、
輸
出

超
過
の
た
め
必
ず
し
も
同
じ
効
果
が
得
ら

れ
る
と
は
限
ら
な
い
た
め
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
違
い
を
踏
ま
え
て
、
Ｃ
Ｂ
Ａ
Ｍ
が

使
え
る
の
か
、
ま
た
は
使
え
な
い
の
か
、

ま
た
、
使
え
な
い
と
し
た
ら
無
償
割
当
を

ど
の
よ
う
に
減
ら
し
て
い
く
の
か
に
つ
い

て
、
今
後
よ
く
議
論
を
行
う
必
要
が
あ
る

と
の
意
見
も
述
べ
ら
れ
た
。

事
務
局
か
ら
は
、
Ｃ
Ｂ
Ａ
Ｍ
の
導
入

は
、
世
界
貿
易
機
関（W

orld Trade 
O

rganization

）と
の
整
合
性
の
文
脈
で

内
外
無
差
別
性
が
問
わ
れ
る
と
の
説
明
が

あ
っ
た
。
ま
た
、
Ｅ
Ｕ
で
は
排
出
枠
の
割

当
を
有
償
に
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
に
合
わ
せ

て
Ｃ
Ｂ
Ａ
Ｍ
の
導
入
が
行
わ
れ
て
お
り
、

そ
う
い
っ
た
視
点
は
、
わ
が
国
で
も
必
要

に
な
っ
て
く
る
と
も
説
明
さ
れ
た
。

⑵　
活
動
量
の
変
動
等

事
業
所
の
新
設
お
よ
び
廃
止
、
生
産
量

等
の
大
幅
な
増
減
が
生
じ
た
場
合
、
割
当

量
を
調
整
す
る
。
基
本
的
な
考
え
方
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

・事
業
所
等
の
新
設
等
が
あ
っ
た
場
合
、排

出
量
や
活
動
量
の
実
績
を
踏
ま
え
て
翌

年
度
以
降
に
、ベ
ン
チ
マ
ー
ク
お
よ
び
グ

ラ
ン
ド
フ
ァ
ザ
リ
ン
グ
に
基
づ
く
追
加

割
当
を
行
う
。

・事
業
所
の
閉
鎖
等
が
あ
っ
た
場
合
は
、閉

鎖
後
の
期
間
に
お
け
る
当
該
事
業
所
に

係
る
排
出
枠
に
相
当
す
る
量
を
、翌
年
度

の
当
該
企
業
へ
の
割
当
量
か
ら
減
じ
る
。

翌
年
度
以
降
、当
該
事
業
所
に
係
る
割
当

は
行
わ
な
い
。

・事
業
所
ご
と
の
活
動
量
が
、過
去
２
年
度

平
均
で
一
定
水
準
以
上
増
加
ま
た
は
減

少
し
た
場
合
、翌
年
度
以
降
に
、活
動
量

の
増
減
量
等
を
勘
案
し
て
割
当
量
を
調

整
す
る
。割
当
量
の
調
整
は
、一
時
的
な

変
動
で
は
な
く
、構
造
的
変
化
が
生
じ
た

と
み
な
せ
る
水
準
の
活
動
量
の
変
化
が

生
じ
た
場
合
に
行
う
。調
整
の
対
象
と
す

る
変
動
の
水
準
に
つ
い
て
は
、次
年
度
に

お
い
て
決
定
す
る
。

Ｅ
Ｕ
の
場
合
、
生
産
活
動
量
が
過
去
２

年
間
平
均
で
15
％
以
上
増
減
し
た
場
合
、

無
償
割
当
量
を
調
整
す
る
と
い
う
措
置
が

あ
る
。
こ
の
場
合
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効

率
に
つ
い
て
も
考
慮
す
る
と
さ
れ
て
い

る
。
た
と
え
ば
、
熱
・
燃
料
ベ
ン
チ
マ
ー

ク
の
適
用
対
象
設
備
に
つ
い
て
、
熱
生
産

量
お
よ
び
燃
料
使
用
量
の
増
加
要
因
が
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
の
悪
化
に
よ
る
増
加
で

な
い
と
証
明
で
き
な
い
場
合
、
追
加
割
当

は
行
わ
れ
な
い
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
逆

に
、
15
％
以
上
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

の
改
善
に
よ
っ
て
燃
料
使
用
量
が
減
少
し

た
場
合
、
割
当
量
の
削
減
の
対
象
と
な
ら

な
い
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

Ｑ
２

償
却
義
務

本
格
稼
働
す
る
排
出
量
取
引
制
度
に
お

い
て
、
対
象
企
業
に
求
め
ら
れ
る
償
却
義

務
と
は
何
か
。

⑴　
考
え
方

本
格
稼
働
す
る
排
出
量
取
引
制
度
で

は
、
対
象
企
業
に
一
定
の
遵
守
期
間
に
お

け
る
排
出
量
と
同
量
の
排
出
枠
を
償
却
す

る
義
務
が
課
さ
れ
る
。
こ
の
義
務
が
償
却

義
務
で
あ
り
、
償
却
義
務
を
未
履
行
の
場

合
、
未
償
却
相
当
負
担
金(

仮
称)

の
支
払

が
要
求
さ
れ
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。

排
出
枠
は
、
す
で
に
説
明
し
た
割
当
の

取
扱
い
に
準
拠
し
、
対
象
企
業
に
対
し
て

割
り
当
て
ら
れ
る
。
ま
た
、対
象
企
業
は
、

排
出
実
績
の
測
定
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
の

排
出
実
績
と
割
り
当
て
ら
れ
た
排
出
枠
と

の
関
係
よ
り
、
通
常
は
、
次
の
関
係
が
成

立
す
る
。

・排
出
枠
の
超
過
の
場
合
、つ
ま
り
排
出
実

績
が
排
出
枠
よ
り
も
少
な
い
場
合
、排
出

実
績
と
同
量
の
排
出
枠
の
償
却
が
可
能

と
な
り
、同
時
に
排
出
枠
の
余
剰
部
分
が

生
じ
る
。

・排
出
実
績
の
超
過
の
場
合
、つ
ま
り
排
出

実
績
が
排
出
枠
よ
り
も
多
い
場
合
、排
出

枠
が
不
足
す
る
状
況
が
生
じ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
対
象
企
業
を
個
別
で
み

れ
ば
、
排
出
枠
に
つ
い
て
過
不
足
が
生
じ

る
。
こ
の
過
不
足
に
つ
い
て
、
対
象
企
業

を
含
む
取
引
参
加
者
に
よ
り
、
市
場
取
引

が
行
わ
れ
る
。

な
お
、
市
場
に
お
い
て
は
、
排
出
枠

の
過
不
足
の
均
衡
は
想
定
さ
れ
て
い
な

い
。
排
出
枠
の
余
剰
分
が
生
じ
た
対
象
企

業
は
、
市
場
で
余
剰
の
排
出
部
分
を
売
却

せ
ず
に
、
翌
年
度
へ
の
繰
越
し
、
い
わ
ゆ

る
バ
ン
キ
ン
グ
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
逆

に
、
排
出
実
績
が
排
出
枠
よ
り
も
多
い
企

業
は
、
不
足
分
の
排
出
枠
の
調
達
が
必
要

と
な
る
も
の
の
、
他
の
対
象
企
業
に
よ
る

排
出
枠
の
余
剰
分
を
調
達
で
き
な
い
可
能

性
も
あ
る
。
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⑵　
償
却
の
意
味

排
出
量
取
引
制
度
に
お
け
る「
償
却
」

は
、
経
理
の
実
務
に
お
い
て
使
わ
れ
る

「
償
却
」と
は
異
な
る
意
味
で
使
用
さ
れ
て

い
る
。
経
理
の
実
務
や
会
計
に
お
い
て
使

わ
れ
る「
償
却
」は
、
回
収
見
込
み
の
な
い

資
産
を
貸
倒
れ
と
し
て
処
理
す
る
意
味
や

資
産
の
価
値
を
減
少
さ
せ
て
い
く
意
味
を

含
ん
で
使
わ
れ
る
場
合
が
多
い
。
海
外
の

排
出
量
取
引
制
度
で
あ
る
Ｅ
Ｕ
―
Ｅ
Ｔ
Ｓ

や
米
国
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
キ
ャ
ッ
プ

＆
ト
レ
ー
ド
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
は
、

Surrender

と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
排
出

枠
の「
償
却
」は
、
排
出
枠
の「
引
渡
し
」、

「
返
上
」も
し
く
は「
返
納
」な
ど
と
考
え
る

と
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
の
か
も
し
れ
な

い
。

⑶　
「
未
償
却
相
当
負
担
金
」(

仮
称)

の
計
算

償
却
義
務
の
履
行
に
係
る
規
律
づ
け
と

し
て
、
排
出
枠
の
償
却
を
行
わ
な
か
っ
た

企
業
に
対
し
て
、
償
却
義
務
を
履
行
し
た

企
業
と
の
公
平
性
を
確
保
す
る
観
点
か

ら
、
炭
素
比
例
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
と
い
う
形

で
、
そ
の
不
足
分
に
応
じ
た
金
銭
の
支
払

と
し
て
、「
未
償
却
相
当
負
担
金
」（
仮
称
）

の
支
払
が
求
め
ら
れ
る
。「
未
償
却
相
当
負

担
金
」（
仮
称
）の
金
額
は
、
算
式
の
と
お

り
、
公
表
さ
れ
る
上
限
価
格
を
計
算
要
素

と
し
て
含
め
て
い
る
。

１
・
Ｘ
倍
が
ど
の
水
準
に
な
る
か
は
、

今
後
決
定
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
―

Ｅ
Ｔ
Ｓ
を
は
じ
め
と
す
る
海
外
の
排
出
量

取
引
制
度
に
お
い
て
も
償
却
が
で
き
な

か
っ
た
場
合
、
対
象
者
に
対
し
、
い
わ
ゆ

る
ペ
ナ
ル
テ
ィ
の
支
払
が
導
入
さ
れ
て
い

る
。

⑷　
償
却
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

企
業
は
、
２
０
２
５
年
度
中
に
施
行
さ

れ
る
ル
ー
ル
に
従
っ
た
排
出
枠
の
割
当
の

申
請
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

２
０
２
６
年
４
月
時
点
で
は
、
割
当
量
の

算
定
の
根
拠
と
な
る
、
グ
ラ
ン
ド
フ
ァ
ザ

リ
ン
グ
お
よ
び
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
対
象
プ
ロ

セ
ス
毎
の
内
訳
等
の
自
社
の
排
出
量
を
正

確
に
把
握
で
き
て
い
な
い
可
能
性
が
高
い

と
予
想
さ
れ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
２
０
２
６
年
度

は
、
割
当
申
請
の
基
礎
と
な

る
自
社
の
排
出
量
等
を
算
定

す
る
期
間
と
し
、
初
回
の
割

当
を
２
０
２
７
年
度
に
実
施

す
る
。
よ
っ
て
２
０
２
７
年

度
の
み
、
２
０
２
６
年
度
お

よ
び
２
０
２
７
年
度
の
２
年

分
の
排
出
枠
の
割
当
を
申
請

す
る
。
前
記
の
日
程
を
考
慮

し
、
取
引
市
場
の
開
設
も

２
０
２
７
年
度
秋
ご
ろ
が
想

定
さ
れ
て
い
る
。

２
０
２
６
年
度
の
排
出
枠

の
割
当
申
請
が
行
わ
れ
る
の

は
２
０
２
７
年
度
と
な
る

が
、
２
０
２
６
年
度
の
償
却

は
、
２
０
２
７
年
度
中
の
実

施
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
論

点
整
理
の
事
務
局
資
料
に
お
い
て
示
さ
れ

て
い
る
の
が
図
表
３
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で

あ
る
。

Ｑ
３

排
出
枠
の
取
引
へ
の
参
加

排
出
枠
の
取
引
は
、
ど
こ
で
、
ど
の
よ

う
に
行
わ
れ
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
企
業
が

取
引
に
参
加
で
き
る
の
か
。

⑴　
背　
景

排
出
量
取
引
制
度
は
、
制
度
参
加
者
に

対
す
る
適
切
な
経
済
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

を
与
え
る
た
め
の
公
正
な
排
出
枠
の
価
格

を
市
場
原
理
に
基
づ
き
形
成
す
る
点
に
意

義
が
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
排
出
量
取

引
制
度
は
、
成
長
志
向
型
カ
ー
ボ
ン
プ
ラ

イ
シ
ン
グ
構
想
の
も
と
で
、
排
出
削
減
と

産
業
競
争
力
強
化
お
よ
び
経
済
成
長
を
共

に
実
現
し
て
い
く
た
め
の
し
く
み
と
し
て

も
期
待
さ
れ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
排
出
枠
の
市
場
取
引
に
係
る

規
制
は
、
公
正
な
排
出
枠
価
格
の
形
成
を

可
能
と
す
る
市
場
機
能
を
十
分
に
発
揮
さ

せ
る
た
め
の
規
制
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。

一
方
で
、
市
場
機
能
の
発
揮
の
た
め
過
度

な
規
制
が
適
当
で
な
い
面
も
あ
れ
ば
、
他

方
で
、
実
需
と
か
け
離
れ
た
価
格
で
の
取

（算式）　「未償却相当負担金」（仮称）
「未償却相当負担金」（仮称）の額

＝「履行しなかった償却義務量（ｔ）」×「排出枠の上限価格（円/ｔ）」
×「調達コスト相当の算定率」（1.X 倍）

（図表３）　初年度スケジュール

（出所）　CP専門WG第5回資料2「GX実現に資する排出量取引制度に係る論点の整理（案）」をもとに筆者作成

2023-2025年度 2026年度 2027年度 2028年度

政省令施行
2026年度算定

対象期間

移行計画の提出

2026年度排出実績
2026および2027年度割当申請

検証

報告 割当 2026年
度分償却

取引市場の開設

これからどうなる?　排出量取引制度Ｑ＆Ａ
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引
が
過
剰
に
な
さ
れ
る
状
況
の
抑
止
、
公

正
な
価
格
形
成
を
阻
害
す
る
可
能
性
の
あ

る
不
公
正
な
取
引
の
防
止
の
た
め
に
適
切

な
規
制
が
必
要
と
な
る
。

ま
た
、
導
入
当
初
は
実
需
取
引
が
中
心

と
な
る
が
、
将
来
的
に
は
取
引
ニ
ー
ズ
の

高
ま
り
か
ら
リ
ス
ク
ヘ
ッ
ジ
の
た
め
の
取

引
へ
の
ニ
ー
ズ
が
生
じ
る
可
能
性
等
も
あ

る
た
め
、
排
出
枠
市
場
は
段
階
的
に
発
展

し
て
い
く
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。

⑵　
概　
要

①　

市
場
の
運
営

排
出
量
取
引
制
度
に
お
い
て
、
公
正
な

炭
素
価
格
を
形
成
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
公

表
す
る
た
め
に
、
排
出
枠
取
引
所
が
重
要

な
役
割
を
果
た
す
と
さ
れ
て
い
る
。
適
正

な
価
格
形
成
を
促
す
観
点
か
ら
、
市
場
の

運
営
を
２
０
２
４
年
７
月
に
業
務
を
開
始

し
た
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
推
進

機
構(

以
下
、「
Ｇ
Ｘ
推
進
機
構
」と
い
う)

に
担
わ
せ
る
。
政
府
が
、
Ｇ
Ｘ
推
進
機
構

に
対
し
て
監
督
お
よ
び
命
令
を
行
い
、
取

引
所
の
業
務
規
程
に
つ
い
て
の
認
可
を
行

う
。
公
正
な
炭
素
価
格
の
形
成
を
担
保
す

る
た
め
に
は
、
排
出
枠
取
引
所
の
開
設
、

運
営
等
に
一
定
の
規
律
が
必
要
で
あ
る
と

の
考
え
に
拠
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
Ｇ
Ｘ

推
進
機
構
が
、
排
出
枠
取
引
市
場
を
開
設

す
る
形
式
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
市
場
の

機
能
と
し
て
は
、
取
引
の
公
正
な
実
施
、

決
済
機
能
の
提
供
、
取
引
数
量
お
よ
び
価

格
等
の
公
表
等
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
そ
の
他
一
部
業
務
に
つ
い
て
は
委
託

も
想
定
さ
れ
て
い
る
。

②　

取
引
参
加
者

排
出
枠
市
場
に
お
け
る
取
引
参
加
者
に

つ
い
て
は
、第
一
に
対
象
企
業
が
参
加
し
、

互
い
に
実
需
に
よ
る
取
引
の
実
施
が
想
定

さ
れ
、
個
人
の
一
般
投
資
家
の
参
加
は
想

定
し
に
く
い
。
取
引
の
活
性
化
と
取
引
秩

序
の
維
持
の
両
立
を
図
る
観
点
か
ら
、
対

象
企
業
以
外
に
も
、
取
引
に
関
す
る
一
定

の
経
験
な
ど
を
要
件
と
し
て
、
一
部
取
引

業
者
の
参
加
を
認
め
る
方
針
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
。こ
の
一
部
取
引
業
者
に
は
、

対
象
企
業
か
ら
の
依
頼
を
受
け
て
取
引
す

る
事
業
者
、
お
よ
び
排
出
枠
に
類
す
る
ク

レ
ジ
ッ
ト
等
の
商
品
の
市
場
取
引
に
つ
い

て
、
一
定
の
経
験
を
有
す
る
事
業
者（
た

と
え
ば
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
ー
カ
ー
）等
が

想
定
さ
れ
て
い
る
。
取
引
参
加
者
の
詳
細

は
、
取
引
所
の
業
務
規
程
に
定
め
る
と
さ

れ
て
い
る
。

Ｃ
Ｐ
専
門
Ｗ
Ｇ
に
お
い
て
、
流
動
性
確

保
の
観
点
よ
り
、
金
融
機
関
を
取
引
参
加

者
に
す
る
意
見
も
あ
っ
た
が
、
金
融
機
関

を
取
引
参
加
者
の
資
格
要
件
と
す
る
取
扱

い
は
、明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
、

取
引
に
関
す
る
一
定
の
経
験
な
ど
を
要
件

と
し
て
、
一
部
取
引
業
者
の
参
加
を
認
め

る
方
針
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

市
場
を
取
引
業
者
や
仲
介
業
者
に
よ
る

取
引
市
場
と
し
て
想
定
す
る
場
合
、
取
引

参
加
者
の
保
護
の
必
要
性
は
相
対
的
に
低

い
と
も
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
取
引

業
者
や
仲
介
業
者
に
対
す
る
参
入
規
制
、

行
為
規
制
ま
で
は
必
要
と
し
な
い
対
応
も

可
能
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
当
該
市
場
へ

の
参
加
資
格
に
つ
い
て
は
、
取
引
所
に
お

け
る
規
程
等
に
お
い
て
定
め
れ
ば
足
り
る

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

③　

取　

引

排
出
枠
の
取
引
は
、
基
本
的
に
排
出
枠

を
必
要
と
す
る
対
象
企
業
に
よ
る
実
需
に

基
づ
く
取
引
が
想
定
さ
れ
る
た
め
、
当
初

は
、
排
出
枠
の
現
物
取
引
の
み
が
想
定
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
排
出
枠
の
取
引
は
、

取
引
所
の
み
に
お
い
て
取
引
が
行
わ
れ
る

取
引
所
集
中
義
務
の
導
入
が
想
定
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
排
出
枠
の
現
物
取
引
に

つ
い
て
は
実
需
に
基
づ
く
公
正
な
価
格
形

成
を
促
す
観
点
か
ら
、
取
引
注
文
が
で
き

る
だ
け
１
カ
所
に
集
ま
る
よ
う
に
取
引
所

集
中
義
務
を
課
す
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え

に
よ
る
取
扱
い
で
あ
る
。

⑶　
不
公
正
な
取
引

一
般
に
不
公
正
と
さ
れ
る
取
引
と
し

て
、
相
場
操
縦
や
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
等

が
挙
げ
ら
れ
る
。
公
正
な
炭
素
価
格
の
形

成
等
の
阻
害
を
防
止
す
る
と
い
う
観
点
か

ら
、
排
出
枠
の
不
公
正
な
取
引
へ
の
対
応

は
、
対
応
す
べ
き
論
点
と
認
識
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
経
済
産
業
省
お

よ
び
環
境
省
の「
Ｇ
Ｘ
の
実
現
に
向
け
た

排
出
量
取
引
制
度
の
検
討
に
資
す
る
法
的

課
題
研
究
会
」に
お
い
て
検
討
が
行
わ
れ

た
。「
排
出
枠
の
市
場
取
引
に
係
る
法
的
在

り
方
に
関
す
る
論
点
」の
１
つ
で
あ
る「
不

公
正
取
引
へ
の
対
応
の
在
り
方
」と
し
て
、

相
場
操
縦
等
の
禁
止
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取

引
規
制
、
お
よ
び
規
定
の
形
式
の
あ
り
方

に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
が
Ｃ
Ｐ
専
門
Ｗ
Ｇ

に
お
い
て
説
明
さ
れ
た
。

①　

相
場
操
縦
等
の
禁
止

市
場
で
公
正
な
炭
素
価
格
を
形
成
す
る

と
い
う
目
的
に
照
ら
せ
ば
、
相
場
操
縦
に

関
す
る
規
制
の
適
用
は
必
須
の
前
提
条
件

で
あ
り
、
市
場
取
引
の
実
施
と
不
公
正
取

引
の
禁
止
は
一
体
で
あ
る
た
め
、
相
場
操

縦
行
為
の
禁
止
は
設
け
ら
れ
る
べ
き
と
の

考
え
が
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
仮
に
、
排
出

枠
の
現
物
市
場
を
法
規
制
の
対
象
と
し
な

い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
詐
欺
的
な
行
為
を

取
り
締
ま
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
相
場
操

縦
に
関
す
る
規
制
を
設
け
る
対
応
は
必
要

で
あ
る
と
の
考
え
方
も
示
さ
れ
た
。

②　

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制

排
出
枠
に
つ
い
て
は
、
株
式
等
と
同
じ
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意
味
に
お
け
る
発
行
者
が
存
在
し
な
い
た

め
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
を
課
す
場

合
、
情
報
開
示
制
度
の
整
備
が
必
要
で
あ

る
が
、
広
く
対
象
企
業
に
対
し
て
開
示
義

務
を
課
す
取
扱
い
が
現
実
的
と
は
い
え
な

い
。
排
出
枠
に
関
す
る
未
公
表
の
重
要
事

実
と
し
て
想
定
さ
れ
る
事
実
が
、
金
融
商

品
取
引
法
上
、
原
則
的
に
未
公
表
の
重
要

事
実
と
さ
れ
な
い
排
出
枠
の
需
給
ま
た
は

政
府
規
制
の
変
更
に
関
す
る
事
実
で
あ
る

等
に
よ
り
、
規
制
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
の
考

え
方
が
示
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｅ
Ｕ

に
お
い
て
、
排
出
枠
に
関
す
る
取
扱
い
を

含
む
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
が
導
入
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
状
況
や
、
相
場
操
縦
規

制
と
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
が
一
体
と

し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
取
扱
い
か
ら
す
れ

ば
、
わ
が
国
の
排
出
量
取
引
制
度
に
つ
い

て
も
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
を
設
け
な

け
れ
ば
、
国
際
的
に
見
劣
り
が
す
る
の
で

は
な
い
か
と
の
懸
念
も
示
さ
れ
た
。

③　

規
定
の
形
式
の
あ
り
方

電
力
の
取
引
に
つ
い
て
は
、
法
令
で
は

な
く
取
引
所
の
業
務
規
程
等
上
で
イ
ン
サ

イ
ダ
ー
取
引
規
制
が
行
わ
れ
て
い
る
。
貯

蔵
が
性
質
上
困
難
で
あ
り
、
需
給
に
関
す

る
情
報
が
価
格
に
与
え
る
影
響
が
大
き
い

電
力
で
す
ら
、
法
令
上
は
イ
ン
サ
イ
ダ
ー

取
引
規
制
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の

点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
排
出
枠
の
取
引
に
つ

い
て
も
、
少
な
く
と
も
法
令
上
の
手
当
て

は
行
わ
ず
、
重
要
事
実
の
定
義
を
電
力
の

場
合
の
よ
う
に
明
確
化
で
き
た
場
合
に
の

み
、
取
引
所
の
業
務
規
程
等
で
イ
ン
サ
イ

ダ
ー
取
引
規
制
を
定
め
る
対
応
で
足
り
る

と
の
意
見
も
示
さ
れ
た
。

＊

こ
れ
ら
の
検
討
内
容
は
、
２
０
２
４
年

12
月
に
公
表
さ
れ
た「
Ｇ
Ｘ
実
現
に
資
す

る
排
出
量
取
引
制
度
の
法
的
課
題
と
そ
の

考
え
方
に
つ
い
て
の
報
告
書
」に
お
い
て

も
反
映
さ
れ
て
い
る
。

⑷　
排
出
枠
取
引
市
場
に
つ
い
て
の

段
階
的
な
発
展

Ｇ
Ｘ
推
進
機
構
に
よ
る
市
場
の
運
営
、

取
引
、
お
よ
び
排
出
量
取
引
制
度
の
対
象

企
業
以
外
の
事
業
者
も
一
定
の
範
囲
で
取

引
所
取
引
へ
の
参
加
を
認
め
る
対
応
に
つ

い
て
は
、
排
出
枠
取
引
市
場
の
開
始
当
初

に
お
け
る
対
応
と
さ
れ
て
い
る
。

市
場
に
お
け
る
排
出
枠
の
余
剰
増
加
に

よ
る
価
格
低
迷
が
起
き
た
場
合
等
に
は
、

将
来
的
に
、
取
引
参
加
者
の
さ
ら
な
る
拡

大
や
先
物
取
引
の
導
入
の
必
要
性
を
検
討

す
る
。
加
え
て
、
排
出
枠
の
取
引
量
の
増

加
で
自
律
的
な
市
場
運
営
が
可
能
と
な
っ

た
場
合
、
取
引
所
の
運
営
に
つ
い
て
も
民

間
の
事
業
者
の
許
認
可
制
へ
移
行
す
る
取

扱
い
を
検
討
す
る
な
ど
、
段
階
的
に
取
引

制
度
を
発
展
さ
せ
て
い
く
方
策
に
つ
い
て

も
検
討
す
る
と
さ
れ
て
い
る（
図
表
４
参

照
）。

（図表４）　排出枠取引市場の段階的発展

2026 2033

取引
参加者 対象企業＋一部取引業者

現物取引のみ

政府の監督のもと、GX推進機構が市場
を運営

必要な場合はその他事業者
に拡大

先物取引の検討および導入

許認可制の導入

第2フェーズ

取引

市場の
運営

市場参加者拡大およびオークショ
ンの導入等によって取引量が増加
した場合、許認可制を導入し、
民間への移管についても検討

（出所）　CP専門WG第5回資料2「GX実現に資する排出量取引制度に係る論点の整理（案）」をもとに
筆者作成

第3フェーズ

オークション開始

余剰の発生による取引価格低迷が発生した場合、オークション開始または
第3フェーズを迎えるタイミングで市場活性化（取引参加者拡大および先物
導入）の必要性を検討

これからどうなる?　排出量取引制度Ｑ＆Ａ


